
（耐震診断等判定業務実施要領別記第１）

一般社団法人群馬県建築構造設計事務所協会

・

耐震診断等判定依頼書（印不要）

・

・ 受付期限までに提出

・ 提出書類 ・

耐震診断等判定依頼書（１部）

耐震診断等報告書（１部）

・

・ 補正の必要がある場合

・

・

・

・

・ 判定委員会で報告書の説明をする。

・

・補正の必要がない場合は指示しない。

・

・

・

・

・ 判定委員のヒアリングに対応する。

・

・補正の必要がない場合は指示しない。　

（判定委員会へ進む）

・

・ 変更・訂正事項確認書を提出

・ 補正の指示受領

・ 担当の判定委員が確認して必
要な補正の指示をする。

部会審査用の報告書を提出す
る。

補正を要する事項等を部会の
席上で指摘し、補正の指示を
する。

変更・訂正事項確認書を提出
して補正内容の確認を求め
る。

担当の判定委員がヒアリング
による審査をする。

判定依頼者が報告書の説明を
行い、判定委員全員で審査し
て今回の判定委員会に上程で
きるものかどうか判断する。

判定依頼者 説　　　明

事務局が判定依頼書及び報
告書の形式審査をする。

受付審査用の報告書を提出す
る。

形式審査の結果不備・不足等
があって受付できない場合に
指示する。

受付した場合は判定依頼受理
書及び判定手数料請求書を発
行する。

築物耐震診断判定委員

令和6年11月1日
建築物耐震診断等判定手続きフロー

正式な判定依頼の前に「耐震
診断等判定依頼書」の様式を
使用して概要を通知する。（判
定依頼書提出の２週間前まで
に提出する。）

予定している判定委員会の受
付期限までに報告書を添えて
判定依頼書を提出する。

判定委員会（受付審査）の前日午前中
までに７部提出
（補正があった場合は８部）

補正を要する事項等を審査の
席上で指摘し、補正の指示を
する。

判定部会の当日会場に３部持参する。

判定部会の開催回数は１案件
に付き１回とします。

特別委員会

判定依頼の事前通知 受 領

報告書の確認

報告書の補正

報告書の提出
（受付審査用）

受 領

判定委員会
（受付審査）

報告書の補正指示

判定委員会に出席

報告書の補正

報告書の提出
（判定部会用） 受 領

報告書の補正指示

判定部会
判定部会に出席

報告書の補正指示

判定依頼受理書の交付

判定手数料の請求

補正内容の提出

補正内容の受領・送付

判定依頼書の提出 受 付

特

別

委

員

会

〇特殊な構造の建築

〇物の場合

〇特別委員会で審査

〇することが妥当と

〇判断された場合

〇事前の相談等によ

〇り特別委員会で審

〇査することが妥当

〇と判断された場合
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・必要な補正の指示をする。

・

・

・ 判定委員会の前日午前中までに移出 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８部）

判定委員会の判定結果①の場合　　判定終了 ・

★判定結果が①の場合

・

・

・

・ 判定依頼者が必要な部数＋１部を提出 ・

・ 判定結果通知書の受領印を押印

判定委員会の判定結果②又は③の場合　　補正あり

・

★判定結果②の場合
・

★判定結果③の場合
・

判定委員会の判定結果④　　再審査 ・

判定委員会の判定結果⑤　　不適合で判定終了 ・

判定結果が③の場合は、部分
修正、修正後担当判定委員の
確認ののち判定委員長の承認
が必要

判定委員会における判定結果
が①の場合は補正をすること
なく判定を終了する。

不適合として判定を却下する。
必要に応じて再度別の委員会
で再度判定依頼する

この委員会では保留とし、次
回以降の判定委員会で再審
査する。

交付された判定結果通知書を
表紙にして判定結果通知書
（製本）を作成する。
作成する部数は判定依頼者が
必要とする部数に財団用の１
部を加えた部数とする。

判定結果が②の場合は、軽微
な修正、修正後担当判定委員
の承認が必要

判定結果が②又は③の場合
は報告書を修正して訂正事項
確認書を提出するよう指示す
る。

提出された判定結果通知書を
確認して理事長印及び判定委
員長印を押印し、判定依頼者
が必要な部数を交付する。

判定委員会審査用の報告書を
提出する。

判定委員全員による審議を行
う。

最終的な補正内容のとおり報
告書を補正する。

事務局が判定結果通知書の
原稿を作成して判定依頼者に
交付する。

報告書の補正

報告書の提出

（判定委員会）
受 領

判定委員会

報告書の補正指示報告書の補正

訂正事項確認書提出

（判定委員会）
受 領

担当判定委員の確認

判定委員長の承認

判定結果通知書

の原稿の交付
受 領

判定結果通知書

（製本）の作成

判定結果通知書

（製本）の提出 受 領

判定結果通知書

の交付
受 領

補正内容の確認

判
定
結
果
が
②
又
は
③
の
場
合

判
定
結
果
通
知
書
の
交
付
へ

判
定
委
員
会
で
審
査
結
果
を
報
告


